
正

誤

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

（
原
稿
誤
り
）

八
六
上

一
二
第
十
六
号

第
四
号

（
原
稿
誤
り
）

四
九

改
正
前
欄
一
一
牽

牽け
ん

（
原
稿
誤
り
）

四
五
七

改
正
後
欄

一
二
〜
一
三



「
砺
波
市
Ｂ
・
南

砺
市
」

〃

改
正
前
欄

一
〇
〜
一
一

「
砺
波
市
Ｂ
、

南
砺
市
」

（
原
稿
誤
り
）

六
二

改
正
後
欄

終
り
か
ら九



「
砺
波
市
Ｂ
・
南

砺
市
」

〃

改
正
前
欄

〃一
二
〜
一
一

「
砺
波
市
Ｂ
、

南
砺
市
」

（
原
稿
誤
り
）

二
〇
上

五
場
合
の
に

場
合
に

五
四

改
正
後
欄三



〃

〃

四


〃

〃

五


〃

〃

六


〃

〃一
四
〜
一
五



1.

か
ら

ま










で



〃

〃終り
か
ら
一
三

1.

か
ら










ま
で

（
原
稿
誤
り
）終り

か
ら

一
一
一

八30番
地
３

39番
地
３

令和年月日 金曜日 第号官 報
優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
第
百
九
条
に

基
づ
き
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
五
億
円
減
少
す
る
こ
と

に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の

と
お
り
で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
九
月
五
日

掲
載
頁

六
十
一
頁
（
号
外
第
二
〇
一
号
）

令
和
七
年
九
月
十
二
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
一
号
東
京

共
同
会
計
事
務
所
内

日
光
Ｐ
ｌ
ｕ
ｓ
１
８
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
特
定
目

的
会
社

取
締
役

北
川

久
芳

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
第
百
九
条
に

基
づ
き
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
五
億
円
減
少
す
る
こ
と

に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の

と
お
り
で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
六
年
十
一
月
十
八
日

掲
載
頁

七
十
九
頁
（
号
外
第
二
六
八
号
）

令
和
七
年
九
月
十
二
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
一
号
東
京

共
同
会
計
事
務
所
内

日
光
Ｐ
ｌ
ｕ
ｓ
２
０
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
特
定
目

的
会
社

取
締
役

北
川

久
芳

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
第
百
九
条
に

基
づ
き
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
十
五
億
円
減
少
す
る
こ

と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の

と
お
り
で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
六
年
十
一
月
十
八
日

掲
載
頁

八
十
頁
（
号
外
第
二
六
八
号
）

令
和
七
年
九
月
十
二
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
一
号
東
京

共
同
会
計
事
務
所
内

日
光
Ｐ
ｌ
ｕ
ｓ
２
１
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
特
定
目

的
会
社

取
締
役

北
川

久
芳

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
第
百
九
条
に

基
づ
き
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
十
五
億
円
減
少
す
る
こ

と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の

と
お
り
で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
十
日

掲
載
頁

七
十
八
頁
（
号
外
第
一
五
九
号
）

令
和
七
年
九
月
十
二
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
一
号
東
京

共
同
会
計
事
務
所
内

日
光
Ｐ
ｌ
ｕ
ｓ
２
２
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
特
定
目

的
会
社

取
締
役

北
川

久
芳

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
十
八
億
五
千
六
百
五

万
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
及

び
損
益
計
算
書
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

h
ttp

s://w
w

w
.h

o
rw

a
th

sa
k
u
ra

.co
m

/p
ro

g
ra

m
/

o
p
en

̲p
d
f̲item

.p
h
p
?u

rl̲id
=
56100885

令
和
七
年
九
月
十
二
日

東
京
都
千
代
田
区
神
田
神
保
町
一
丁
目
一
一
番
地

さ
く
ら
綜
合
事
務
所
内

エ
ー
ヴ
イ
ダ
ブ
リ
ュ
ー
エ
ル
・
ジ
ャ
パ
ン
・
リ

ア
ル
エ
ス
テ
ー
ト
特
定
目
的
会
社

取
締
役

安
藤

隆
夫

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
二
十
二
億
五
千
五
百

八
十
万
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
及

び
損
益
計
算
書
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

h
ttp

s://w
w

w
.h

o
rw

a
th

sa
k
u
ra

.co
m

/p
ro

g
ra

m
/

o
p
en

̲p
d
f̲item

.p
h
p
?u

rl̲id
=
14094985

令
和
七
年
九
月
十
二
日

東
京
都
千
代
田
区
神
田
神
保
町
一
丁
目
一
一
番
地

さ
く
ら
綜
合
事
務
所
内

エ
ー
ヴ
イ
ダ
ブ
リ
ュ
ー
エ
ル
・
ジ
ャ
パ
ン
・
リ

ア
ル
エ
ス
テ
ー
ト
２
特
定
目
的
会
社

取
締
役

安
藤

隆
夫

訂
正
公
告

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日
掲
載
の
左
記
会
社
に
係
る
組

織
変
更
公
告
中
、「
株
式
会
社
イ
マ
ー
ジ
ェ
ン
ス
」
と
あ
る

は
「
イ
マ
ー
ジ
ェ
ン
ス
株
式
会
社
」
の
誤
り
に
つ
き
訂
正

し
ま
す
。
な
お
、
こ
の
組
織
変
更
に
対
し
異
議
の
あ
る
債

権
者
は
、
本
訂
正
公
告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に

お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
九
月
十
二
日

東
京
都
江
東
区
大
島
一
丁
目
二
番
一

二
七
〇
五
号

合
同
会
社
イ
マ
ー
ジ
ェ
ン
ス

代
表
社
員

石
束

綾
子

取
消
公
告

令
和
七
年
九
月
一
日
掲
載
の
基
準
日
設
定
に
つ
き
通
知

公
告
は
取
消
し
ま
す
。

令
和
七
年
九
月
十
二
日

東
京
都
千
代
田
区
内
幸
町
二
丁
目
二
番
三
号

株
式
会
社
ミ
ズ
カ
ラ

代
表
取
締
役

村
岡

大
樹

令
和
二
年
十
二
月
二
十
三
日（
号
外
第
二
百
六
十
九
号
）

公
布
国
土
交
通
省
令
第
九
十
八
号
（
押
印
を
求
め
る
手
続

の
見
直
し
等
の
た
め
の
国
土
交
通
省
関
係
省
令
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
）

令
和
三
年
九
月
二
十
四
日
（
号
外
第
二
百
十
六
号
）
公

布
国
土
交
通
省
令
第
五
十
八
号
（
道
路
法
施
行
規
則
等
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
）

令
和
三
年
七
月
三
十
日
（
号
外
第
百
七
十
四
号
）
国
土

交
通
省
告
示
第
千
七
十
一
号
（
特
定
地
域
及
び
準
特
定
地

域
に
お
け
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
適
正
化

及
び
活
性
化
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
程
の
一
部
を

改
正
す
る
件
）

令
和
四
年
九
月
三
十
日
（
号
外
第
二
百
九
号
）
国
土
交

通
省
告
示
第
千
三
十
一
号
（
特
定
地
域
及
び
準
特
定
地
域

に
お
け
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
適
正
化
及

び
活
性
化
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
件
）

令
和
七
年
三
月
五
日
（
号
外
第
四
十
四
号
）
国
土
交
通

省
告
示
第
百
六
十
号
（
登
録
更
新
講
習
機
関
の
講
習
の
内

容
の
基
準
等
を
定
め
る
告
示
）

令
和
七
年
六
月
十
七
日
（
号
外
第
百
三
十
三
号
）
国
土

交
通
省
告
示
第
四
百
六
十
九
号
（
道
路
運
送
車
両
の
保
安

基
準
の
細
目
を
定
め
る
告
示
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告

示
）

（
原
稿
誤
り
）

五
四
ペ
ー
ジ
改
正
後
欄
二
行
目
の
次
に
次
を
加
え
る
。


法
第
41条
第
１
項
第
４
号
の
制
動
装
置
の
う
ち

衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置

令
和
七
年
八
月
八
日
掲
載
の
秋
田
家
庭
裁
判
所
鹿
角
出

張
所
に
係
る
令
和
七
年
（
家
）
第
九
〇
〇
七
号
相
続
財
産

清
算
人
の
選
任
及
び
相
続
権
主
張
の
催
告
中


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